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ヒ
バ
ヨ
マ
ツ
引
火
箱
祭
洞
北
側
仰
凶

J

島
に
銀
座

す
る
菅
原
跡
枇
の
今
二
周
六
日
に
執
行
す
る
春
季
祭

穏
を
い
ふ
。
萄
時
臨
王
山
に
鎮
座
し
た
千
手
観
普
を

下
し
て
こ
L
に
銀
座
せ
し
め
た
の
は
こ
用
品
ハ
日
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
日
抹
に
怨
く
し
て
火
箱
を
要
し
た
に

依
る
と
い
ふ
。

ヒ
バ

9

一
雲
雀
慶
長
十
三
年
二
周
七
日
の
加
賀

滞
の
令
に
、
『
岱
地
於
涯
挫
ひ
ば
り
取
候
事
盤
御
停
止

候
。
』
と
あ
る
。
笛
地
は
金
揮
を
い
ふ
。

ヒ
ピ
キ
マ
ス
イ
チ
タ
ロ
ウ
響
升
市
太
郎
石
川

郡
押
野
の
入
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
爾
闘
が
あ
っ

た
。
惰
力
衆
に
勝
れ
た
の
で
、
十
九
畿
の
時
京
都
に

出
で
、
角
低
の
設
を
慰
ん
で
怨
松
と
稽
し
、
翌
年
江

戸
に
行
っ
て
境
川
の
門
に
入
り
、
怨
升
と
改
め
、
累

進
し
て
東
方
捌
脇
と
な
っ
た
。
安
政
六
年
八
周
波
。

ピ
ピ
ラ
飛
々
謡
五
十
除
加
。
岩
原
怒
規
著
。

加
賀
邸
側
の
諸
事
に
関
し
て
、
.
群
誌
か
ら
抄
録
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
明
治
十
五
年
金
持
長
町
の
前
回
民
別

邸
で
烏
有
に
隠
し
た
。
ピ
ピ
ラ
は
サ
ラ
ヘ
〈
竹
把
d

の

方
言
で
あ
る
。

ヒ
マ
チ
目
待
金
抑
制
明
宮
に
て
は
、
務
政
の

頃

E
n十
五
日
・
五
且
十
五
日
・
九
且
十
五
日
に
渡
ね

ず
し
て
十
六
日
の
日
出
を
迎
へ
る
を
日
待
と
い
う

た
。
神
明
富
は
天
照
大
跡
を
祭
る
か
ら
で
あ
る
。
明

治
以
降
十
周
十
五
日
の
み
に
於
い
て
す
る
。

ヒ
ミ
ゴ
ホ
リ
氷
見
郡
加
賀
藩
の
領
内
越
中
氷

見
町
附
近
八
九
十
ヶ
村
の
聞
を
、
中
古
以
来
氷
見
都

内
と
も
氷
見
庄
と
も
い
う
た
。
前
回
利
家
麗
長
四
年

の
治
誠
醤
に
も
氷
見
榔
の
名
が
見
え
る
。
寛
文
中
氷

見
庇
と
中
部
と
を
併
せ
て
射
水
郡
と
し
、
明
治
二
十

九
年
ま
た
氷
見
郡
を
分
立
し
た

0
4ナ
カ
ゴ
ホ
リ

中
部
。

ヒ
ム
ス
ピ
ジ
ン
タ
ヤ
火
結
紳
枇
羽
咋
郡
宿
女

に
銀
座
し
、
も
と
火
の
宮
と
穏
し
た
。
或
は
式
内
の

椎
灘
間
比
時
制
批
た
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
も
あ

る
。
能
登
名
跡
志
に
、
『
此
宿
女
の
御
跡
慢
は
、
椎
葉

困
の
抑
枇
と
脱
し
て
、
石
動
山
実
演
石
の
三
つ
の
一

つ
に
て
、
山
御
同
慢
の
御
前
に
て
、
御
前
慢
は
石

也
。
』
と
記
す
る
。

ヒ
ム
ロ
自
室
鹿
島
郡
江
泊
の
内
の
小
手
。
元

旅
の
替
上
に
は
江
泊
村
枝
村
氷
室
村
と
あ
る
。

ヒ
ム
ロ
ノ
ツ
イ
タ
チ
氷
室
の
朔
国
務
政
の
時

六
周
朔
日
を
氷
室
の
朔
日
と
い
ひ
、
江
戸
邸
か
ら
氷

を
将
軍
に
献
上
し
た
。
こ
の
氷
は
、
金
調
押
に
於
い
て

ヒ
ミ
ヤ
火
宮
珠
洲
郡
若
山
庄
に
昆
す
る
都
落
。

能
菅
名
跡
志
に
、
『
日
宮
と
い
ふ
に
大
王
と
い
ふ
百
姓

あ
り
。
』
と
あ
る
。

ヒ
ミ
ヤ
ガ
ハ
火
事
川
珠
洲
郡
火
宮
領
山
か
ら

続
出
し
、
同
領
に
て
飯
町
川
に
合
す
る
。
水
源
か
ら

務
合
ま
で
涜
桂
一
肝
六
許
。

ヒ
ミ
ヤ
ジ
ン
ジ
ヤ
火
宮
紳
枇
珠
洲
郡
火
宮
に

鎮
座
す
る
。
式
内
等
醤
枇
記
に
、
『
火
宮
前
位
。
若
山

郷
火
宮
村
銀
座
。
群
=
谷
内
宮
吋
祭
制
大
凶
主
命
。
紳

体
古
作
大
黒
天
紳
像
。
笛
枇
也
o
』
と
見
え
る
も
の

で
、
今
は
谷
内
紳
枇
と
帯
す
る
。

ヒ
ミ
ヤ
ゼ
ン
ト
ク
氷
見
屋
善
徳
鹿
島
郡

m，口

の
入
、
初
各
議
兵
衛
。
長
子
助
右
衛
門
家
を
製
ぎ
、

二
子
は
石
瑚
山
に
入
っ
て
性
寂
坊
と
稽
し
た
。
天
正

十
年
六
月
石
助
山
の
衆
徒
、
祖
弁
・
三
宅
ご
氏
と
採

り
利
家
に
反
抗
し
た
時
、
利
家
密
か
に
長
辿
穏
を
し

て
普
徳
に
命
じ
、
性
寂
坊
を
し
て
衆
徒
を
招
き
降
ら

し
め
よ
う
と
し
た
が
、
事
館
額
し
、
性
寂
坊
は
際
刑

に
隠
せ
ら
れ
た
。
鼠
平
ら
く
の
後
九
用
利
家
義
徳
が

宅
地
の
租
二
斗
五
升
を
除
き
、
別
に
国
三
段
を
奥
へ
、

性
寂
坊
の
鑓
を
紀
ら
し
め
た
。

ヒ
メ
ギ
ミ
姫
君
前
回
利
常
夫
人
珠
子
の
こ
と

を
生
前
嫡
君
と
愈
稽
し
て
ゐ
た
。
珠
煩
は
締
軍
徳
川

努
忠
の
女
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
光
高
夫
人
も
亦

家
光
の
養
女
で
あ
っ
た
震
、
姫
君
と
い
は
れ
た
o
m
H

泰
夫
人
も
徳
川
家
持
の
女
で
あ
っ
た
震
、
同
じ
く
嫡

君
と
稽
し
た
。
務
侯
の
女
は
お
娘
様
で
あ
る
が
、
嫡

君
と
は
言
は
な
か
っ
た
。

ヒ
メ
ギ
ミ
ヨ
ン
レ
イ
キ
姫
君
婚
謹
記
寛
永
十

貯
離
し
た
も
の
を
こ
重
の
網
長
持
に
容
れ
、
入
校
肩

の
脚
夫
に
よ
っ
て
江
戸
に
急
送
し
た
の
で
あ
る
。
滞

侯
も
亦
氷
を
喫
し
、
近
臣
に
も
之
を
賜
奥
し
た
。
民

聞
で
は
こ
の
日
を
翠
に
氷
室
と
い
う
て
、
四
つ
時
頃

か
ら
『
氷
々
、
容
の
氷
・
白
山
永
』
と
呼
ん
で
斑
り
あ

る
く
も
の
が
あ
っ
た
。
白
山
氷
と
稽
す
る
が
、
留
王

山
附
近
の
堆
蛍
一
を
得
て
来
た
も
の
で
、
そ
れ
に
白
砂

糖
を
ま
ぶ
し
て
噛
ん
だ
。
又
笛
日
の
み
製
造
販
賀
す

る
砂
糖
を
加
へ
ぬ
筒
入
b
の
鰻
顕
が
あ
っ
て
、
之
を

袈
侵
顕
と
い
ひ
、
妙
っ
た
米
豆
、
突
っ
た
干
餅
と
共

に
閲
食
に
供
せ
ら
れ
た
。
叉
酪
曾
が
随
所
に
開
か

れ
、
本
歌
仙
と
稽
し
て
三
十
六
番
を
諮
ふ
も
の
、
字

紙
仙
と
撰
し
て
十
八
番
を
態
ふ
も
の
も
あ
っ
た
。
本

歌
仙
は
夜
を
徹
し
て
翌
日
七
つ
時
に
建
し
た
。
隣
村

で
は
之
を
妙
菓
子
盆
叉
は
妙
粉
設
と
稽
し
、
米
・
豆

及
び
被
餅
を
混
じ
て
妙
り
た
る
妙
菓
子
、
又
は
之
に

饗
拾
を
添
へ
て
食
し
た
。
能
奥
で
こ
の
日
を
鬼
の
牙

と
い
ふ
こ
と
の
あ
る
の
は
、
妙
菓
子
な
ど
を
噛
み
て

歯
牙
の
堅
闘
を
祝
す
る
意
で
あ
ら
う
。

ヒ
ム
ロ
マ
ツ
リ
氷
室
祭
滞
政
の
時
、
六
周
朔

日
に
金
視
伸
夫
前
町
高
源
寺
で
行
は
れ
た
。

ヒ
メ
姫
珠
洲
郡
輿
脇
の
内
の
小
字
。
能
菅
名

跡
志
に
、
『
奨
脇
村
の
散
村
に
嫡
と
い
ふ
所
あ
り
。
此

磁
の
岩
に
陰
門
の
形
あ
る
に
よ
り
、
郷
の
名
あ
る

由
。
』
と
あ
る
。

七
O
E

年
前
田
光
高
の
夫
人
が
、
徳
川
氏
か
ら
入
興
じ
た
時

の
次
第
を
、
家
光
の
命
に
よ
っ
て
林
縫
山
の
記
し
た

も
の
。
明
路
三
年
の
江
戸
大
火
に
焼
失
し
た
。

ヒ
メ
ザ
キ
姫
崎
鹿
島
郡
熊
木
院
に
関
す
る
中

島
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
に
至
。
一
時
濁
立

の
部
務
と
し
て
取
扱
は
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

ヒ
メ
ジ
マ
姫
島
珠
洲
郡
寺
家
の
出
附
三
つ
の

う
ち
、
道
崎
の
神
に
嫡
島
・
前
島
・
鬼
島
の
三
島
が
あ

り
、
そ
れ
を
惣
縛
し
て
亦
嫡
烏
と
い
ふ
。

ヒ
メ
タ
キ
ジ
ン
タ
ヤ
姫
遭
紳
枇
.
鳳
軍
部
醸
，
瀬

に
在
る
。
祉
臓
に
明
和
元
年
八
周
の
棟
札
が
あ
っ
て
、

寵
媛
跡
祉
と
記
さ
れ
、
叉
そ
の
後
明
治
八
年
・
ま
で
は

遜
棒
郷
紳
祉
と
も
稿
し
た
。

ヒ
メ
ノ
サ
カ
姫
の
援
鳳
至
郡
打
越
か
ら
本
江

に
出
る
聞
に
あ
る
坂
路
を
い
ふ
。
叉
嫡
ヶ
峠
と
も
い

う
た
。
能
登
名
跡
志
に
、
『
此
の
向
に
姉
の
坂
と
て
峠

あ
り
。
総
じ
て
是
を
輪
島
に
て
河
合
谷
内
と
て
村
々

多
く
、
穴
水
・
巾
跨
へ
の
往
来
也
。
』
と
あ
る
。

ヒ
メ
ノ
シ
キ
姫
の
式
一
加
。
小
松
の
俳
人
兎

勝
者
。
常
時
金
揮
に
蹄
た
野
角
の
袈
紫
仙
女
、
松
任

の
千
代
女
、
小
松
の
須
謄
女
の
波
句
に
よ
る
附
合
を

初
め
、
多
く
締
人
の
作
を
集
め
た
る
も
の
。
序
文
は

丙
午
仲
春
上
涜
撹
者
兎
蹄
と
あ
っ
て
、
丙
午
は
亭
保

十
一
年
で
あ
る
。
京
橘
庭
治
兵
衛
板
0

・

ヒ
メ
ノ
ジ
ヨ
ウ
姫
の
按
鳳
笠
郡
渡
合
に
在
っ

た
。
越
管
賀
三
州
志
に
、
『
三
井
郷
渡
合
村
領
に
在

り
。
一
名
嫡
城
跡
、
一
に
興
徳
寺
城
跡
と
記
す
る
者

是
と
同
法
な
ら
ん
。
渡
合
は
興
徳
寺
の
隣
邑
也
0

2

一

弁
某
居
せ
し
と
い
ふ
の
み
。
無
v

停
。
』
と
あ
る
。
叉

能
登
名
跡
志
に
は
『
嫡
の
城
と
て
あ
り
。
城
主
三
井

の
何
某
と
い
ひ
て
、
長
家
の
類
襲
な
り
し
ょ
し
。
是

よ
り
三
弁
の
郷
と
い
ふ
也
。
城
は
興
徳
寺
村
の
領
な

り
。
』
と
す
る
が
、
文
中
に
三
井
築
の
臨
た
る
を
以
て


